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１ 保育所の現況 

名  称 桑名市厚生館保育所 

所 在 地 桑名市駅元町10番地 

設 置 者 桑名市 

運  営 市直営 

開 所 日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 午前７時から午後７時まで 

休 所 日 日曜日、祝日、12月29日から１月３日まで 

保育を提供する時間 
保育標準時間認定 午前７時～午後６時 

保育短時間認定  午前８時30分～午後４時30分 

対象児童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより保育

を必要とする小学校就学前児童 

受入可能月齢  生後57日目から 

利用定員  100人（２号認定42人、３号認定58人） 

特別保育実施状況 統合保育、11時間以上の延長保育 

給食の実施方法 

・当保育所での調理。保護者の方に毎月、前月末に献立表を配付。

年齢に合わせて、離乳食や幼児食、季節感のある行事食を楽し

く食事できるよう工夫して調理。おやつも手づくりを取り入れ

ている。 

・食物アレルギーの場合、医師の診断書及び指示書を提出しても

らい、個別に相談の上、指示書に基づき、当保育所で代替え食や

除去食にて対応。 

利用料金 

・特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

・その他の費用 

①主食代（３～５歳児）土曜日主食代（３～５歳児） 

②絵本代（２～５歳児） 

③写真代 

④スポーツ振興センター保護者金 

⑤人形劇代（２～５歳児） 

⑥バス遠足代（３～５歳児） 

保育目標 

・園外保育、運動遊びを通して心身共に健康ですこやかな身体づくり

をする  

・生活や遊びの中で仲間と共に考え協力しあい、行動できる力を培う  

・豊かな経験を通して、感じたこと、創造したことを表現できる感性

を養う 

園の特色 

・桑名駅に近く通勤にも便利。小さい子どもたちはお散歩で電車やバ

スなどを見ては大喜び 発語も豊かになります。 

・異年齢の交流を大切にし、遊んだり生活をする中で思いやりや憧れ

の気持ちを育てます。 

・お散歩や身体をいっぱい動かし運動遊びをする中で丈夫な体づく

りをしています。 

・飼育、菜園、散歩などを通して、自然との触れ合いを楽しみます。 
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根拠法令等 

施設運営等については、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63

号）、保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示第117号）その他関

係法令等を遵守 

 

 

２ 施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施設概要 

(1) 土地（公有財産台帳より） 

所在地番 登記地目 地積 所有者 

桑名市駅元町10 宅地 1748.43㎡ 桑名市 

 

(2) 建物（公有財産台帳より） 

建物名称 構造 延床面積 取得年 

保育所 鉄骨造（平屋） 592.04㎡ 昭和47年 

保育室 鉄骨造（平屋） 331.93㎡ 
昭和47年、平成３年、

平成13年 

 

(3) 主な設備 

設備 部屋数 備考 

乳児室 １室  

ほふく室 １室 乳児室に含む。 

厚生館保育所 
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保育室 ５室 別棟含む。 

遊戯室（ホール） １室  

調理室 １室  

 

 (4) 耐震性 

 一部耐震性なし 

 

４ 定員、入所状況（令和６年１月１日現在） 

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

認可定員  100名 

利用定員 9 15 18 18 20 20 100名 

入所児童数 6 12 18 19 20 23 98名 

 

入所児童数の推移（各年度４月１日現在）認可定員 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 ３年平均 

95 93 88 92 

 

５ 地域との関わり 

子育て相談 電話相談 随時 午前９時30分～午後４時 

地域在宅児活動 
・厚生館保育所園庭開放 

  毎月第２・第４木曜日 午前９時30分～午前11時00分 

 

６ 職員体制（令和６年１月１日現在） 

 職務の内容 人数 

所長 保育所用務を司り、所属職員を監督する。 １人 

主任保育士 
所長を助け、命を受けて保育所用務の一部を整

理、子どもの保育を司る。 
１人 

保育士 子どもの保育を司る。 26人 

栄養士 給食、おやつの献立立案及び食育、栄養管理 保育所担当 １人 

調理員 給食、おやつの調理及び食育、栄養管理 委託業者  ５人 

看護師 子どもの健康指導及び管理 １人 

補助員 子どもの保育に補助的に従事する。 ３人 

 

７ 保育士配置基準（児童福祉法第45条の規定による児童福祉施設最低基準）令和5年4月1日現在 

年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

配置基準 ３：１ ６：１ ６：１ 20：１ 30：１ 30：１ 

 

８ 令和５年度 年間行事予定 

【保育目標】 

・園外保育、運動遊びを通して心身ともに健康で健やかな体づくりをする 

・生活や遊びの中で仲間と共に考え協力し合い、行動できる力を培う 
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・豊かな経験を通して、感じたこと、創造したことを表現できる感性を養う 

４月 
入所式 ５日  内科健診 25日 27日 予備日 ５月９日 

クラス懇談会【５歳 13日 ４歳 14日 ３歳 17日 ２歳 18日 ０・１歳 21日】 

５月 
遠足 10日 雨天時 12日  歯科検診（18日）9:30～ 

個別懇談会 9・11・12・15・16・18・19・22・23・25・26日 

６月 
虫歯予防の集い（６日） 

５歳児プラネタリウム   あそぼうＤＡＹ【幼児】 

７月 
プール開き（３日） 七夕の集い（７日） 夏まつり（21日） 

あそぼうＤＡＹ【幼児】 

８月  

９月 敬老の手紙投函（５歳児） 

10月 

運動会【３～５歳児（３日）雨天の場合 ５日】 

遠足３・４歳（17日）予備日 18日 

遠足５歳【25日 名古屋港水族館】 

個別懇談会【幼児】10・12・13・16・17・19・20日 

内科健診   あそぼうＤＡＹ【乳児・幼児】 

11月 消防実施訓練（２日） 歯科指導（歯科医より） あそぼうＤＡＹ【乳児】 

12月 

生活発表会【３～５歳児（５日）】 クリスマス会 22日 

個別懇談会【乳児】7・8・11・12・14・15・18・19・21日  

あそぼうＤＡＹ【幼児】 

１月 防災映画鑑賞  あそぼうＤＡＹ【乳児】 

２月 
クラス懇談会  あそぼうＤＡＹ【乳児】 

お店屋さんごっこ ６日・７日 人形劇【２～５歳】(８日）マラソン大会（28日）    

３月 ひなまつり会（１日） 卒園式（26日） 

毎月の行事 

・身体測定 身長は年４回（４月、７月、11月、３月）、体重は毎月、頭囲は年１回測ります。 

・お楽しみ会 第４水曜日、パネルシアターを見たり、一緒に歌を歌ったり、楽しい催しを

行います。 

・お誕生会 各部屋でお誕生児のお祝いをし、ささやかなプレゼントを持ち帰ります。 

（誕生日が休日と重なった時は近い日でお祝いします。） 

・避難訓練 毎月、火災や地震、津波などの災害に備えて避難訓練を行います。 

・あそぼうＤＡＹ 保育所の生活や様子を知っていただく機会です。 

（9:00～12:00頃） 半日お子さんと過ごし、楽しんでください。 

＜幼児＞６・７・10・12月  ＜乳児＞10・11・１・２月 

・桑名市公立保育所５歳児共通行事 バス遠足（名古屋港水族館） 

 


